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岩国藩（岩国領）は、古くから極度に天然痘の蔓延をおそれ、患
者の隔離を徹底しました。4～6 代領主は実質的にひとり息子であり、
家の断絶を恐れて、とくに危険率の高い疫病には神経質であったこと
が考えられます。 
なかでも享保 17 年（1732）に定められた「疱瘡遠慮定」は厳密

なもので、城下で発病すると患者は直ちに城下南方に指定された「退
村（のきむら）」に隔離され、その村の住民ともども城下への立ち入り
が禁じられました。 
一方で、その厳重な警戒のためか、岩国では天然痘の医学的研

究（痘科といいます）が盛んでした。吉川家臣の池田正直に伝授さ
れた痘科術の系をつぐ池田瑞仙は寛政 9 年（1797）、幕府に初の
痘科医として出府しました（解説シート 23 参照）。その名声は大い
に高まりましたが、もとより人痘法の時代であり、のちには池田一門は
牛痘の導入に強く反対し、お玉が池種痘所の流れをくむ西洋医学所
とは鋭く対立しました。 

＊池田瑞仙のことは、森鴎外の『渋江抽斎』にも取り上げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国藩と天然痘 

池
田
瑞
仙
「
痘
疹
戒
草
」 

池
田
瑞
仙
が
疱
瘡
の
歴
史
や
民
間
治
療
法
、
疱
瘡
を
め
ぐ
る
風
習
な
ど
の
見
聞
を
記
し
、
コ
メ

ン
ト
を
付
し
た
も
の
。
こ
の
う
ち
疱
瘡
棚
に
つ
い
て
は
、
「
部
屋
に
し
め
縄
を
張
り
、
赤
紙
の

幣
を
つ
け
る
。
棚
の
高
さ
一
尺
ほ
ど
で
、
赤
紙
を
敷
い
た
上
に
猩
々
人
形
を
真
ん
中
に
置
き
、

赤
紙
で
口
を
飾
っ
た
御
神
酒
徳
利
や
赤
餅
・
赤
粢
（
し
と
ぎ
）
・
赤
鯛
な
ど
を
供
え
る
。
疱
瘡

は
赤
色
を
尊
ぶ
と
い
う
の
で
、
座
敷
中
衣
装
・
供
物
ま
で
赤
色
に
す
る
」
等
の
風
習
を
記
し
て

い
ま
す
が
、
ど
の
地
方
の
も
の
か
は
不
詳
で
す
。
（
写
本
、
小
野
家
文
書1336

） 

池田正直「戴曼公先生治痘用方」 
（写本、小野家文書 1337） 
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文書館資料にみる 
病気・医療・健康 

 実を保つ 

「杉弘相書状」（浦家文書巻 1） 身を保つ① 

 

 

 
室町・戦国時代に西中国～北部九

州一帯を支配した大内氏。15 世紀後
半～16 世紀初頭に安芸国（現広島
県西部）の内、大内氏の影響下にあ
った地域を統括していたのが、大内氏の
有力家臣であった杉弘相です。 
某年 7 月 27 日、杉弘相は安芸国

人の乃美備前守に対して手紙を送って
います（上の写真）。 内容を意訳す
ると、以下のようになります。 
「もう一度申します。混元丹を一貝

差し上げます。委しいことは宮内兵庫
助が親しく申すでしょう。それにしてもあ
なたの戦場での御高名は手紙に書きき
れるものではありません。」 
この手紙によって乃美備前守に贈ら

れたことがわかる「混元丹」とは、いったい
何でしょうか？ 
「混元」は、哺乳動物の胎盤、つまり

健康成分として最近話題を集めている
プラセンタのことです。胎盤は、胎児と母
体をつなぎ、血液、酸素、栄養などの

補給から老廃物や炭酸ガスの排出まで、
胎児が成長するのに必要なすべての機
能を持っています。さらにホルモンを分泌
するほか、毒物など無用な物質の侵入
から胎児を守る役目も果たしています。
このような胎盤の持つ不思議な力は、
古くから知られていました。 
そして「丹」には、もともと赤いという意

味があり、また練薬や丸薬の名前によく
使われます。 
したがって、「混元丹」とは、プラセンタ

を配合した赤色の練薬または丸薬だっ
たと考えられます。これが「一貝」、つまり
容器としての貝殻一つに入っていたわけ
です（解説シート 19参照）。 
杉氏は、乃美備前守の合戦での高

名を祝って、肉体疲労や滋養強壮に
効果のある「混元丹」を贈ったのでしょう。 
ちなみに、江戸時代の加賀国（現

石川県）では、「混元丹」は人々の生
活にかかせない民間薬だったようです。 
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現在作られている「混元丹」に

は、プラセンタをはじめ 18 種類もの
生薬が配合されています。 
具体的には、ビャクジュツ、ニンジ

ン、ゴオウ、コウブシ、コウボク、オン
ジ、アンナカ、ゴシュユ、タルク、梅
花、ガジュツ、シュクシャ、ブクリョウ、
キキョウ、カンゾウ、モッコウ、オウギ、
サンヤク、天竺黄などの生薬の成分
が含まれています。 
形態は、水飴状のタイプと粉状の

タイプとがあり、前者は赤い色をして
います。 
虚弱体質、肉体疲労、食欲不

振、胃腸虚弱、病中病後の滋養
強壮などに良く効くとされます。 

戦国時代のプラセンタ 
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薬を入れる容器としての貝殻 
（解説シート 19参照） 

身を保つ② 第 11回中国四国地区アーカイブズウィーク（山口県文書館） 
 

 

 

 

 

 

いやす 
なおす 
たもつ 

 

 

 
 
 

文書館資料にみる 
病気・医療・健康 

  

「養生訓」（小野家文書 1073、佐藤家文書和漢 255） 身を保つ② 

 

 

 
「養生訓」は正徳 3 年（1713）に

刊行された、心身の養生法を説いた
著名な書で、著者は福岡藩の学者、
貝原益軒（1630～1714）です。 
彼は実証的・実用的な多くの書物

を、平易な文体で残しました。晩年に
大成したのが本書で、①内欲（飲
食・性欲）を抑え、②外邪（寒・熱）
を防ぐことによって、③主体的に健康
維持の努力をすることを要旨としてい
ます。総論に続いて飲食・飲茶・煙
草・慎色欲・五官・二便・洗浴・慎
病・択医・用薬・養老・育幼・鍼・灸
の各項目について、事実に即した考え
を基に、具体的に説いています。 

たとえば、「総論」における人の寿命
について、「凡（すべて）の人、生れ
付たる天年はおほくは長し。天年をみ
じかく生れ付たる人はまれなり。生れ
付て元気さかんにして、身つよき人も、
養生の術をしらず、朝夕元気をそこな
ひ、日夜精力をへらせば、生れ付たる

その年をたもたずして、早世する人、
世に多し。また、天性は甚（はなはだ）
虚弱にして多病なれど、多病なる故に、
つつしみおそれて保養すれば、かへつ
て長生する人、これまた、世にあり。こ
の二つは、世間眼前に多く見る所な
れば、うたがふべからず」として養生の
大切さを説き、また「人、欲をほしゐ
まゝにして楽しむは、その楽しみいまだ
つきざる内に、はやくうれひ生ず。酒
食・色欲をほしゐまゝにして楽しむ内に、
はやくたたりをなして苦しみ生ずるの類
也」として内欲を戒めています。 

彼の言葉は、多く体験に基づく具
体的な言葉として再評価され、いまな
お読み継がれています。 
「心をつねに従容（しょうよう）とし

づ（静）かにせはしからず、和平なる
べし。言語はことにしづかにして少なく
し、無用の事いふべからず。これ尤
（もっとも）気を養ふ良法也」･･･。 
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「啓蒙養生訓」 
明治期の医師で、陸軍の軍医総

監となった土岐頼徳が明治 5 年
（1872）に刊行した書。解剖・生
理学の知識をもとに、衛生的生活
のあり方を說いています。左は、「椅
子の正しい座り方」を解説した部分
です。 
（小田家文書〔柳井市金屋〕和
漢 500） 

養生訓 
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